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体 系 図      

(1) 市民と行政が一体 

となった清掃活動 

(2) 美化意識の高揚 (3) ごみの減量運動 

① 門前清掃

② 町内会単位での一斉

清掃

③ 行政区または小学校

区での一斉清掃

④ 市民団体による清掃

⑤ 主要道路の清掃

⑥ 主要水路の清掃

⑦ 公園の清掃

① 不法投棄・不法焼却の防止

② ノーポイ運動の推進

③ 路上放置自転車の追放

④ 違反看板・ポスターの追放

⑤ 道路の不法占用の追放

⑥ 教育活動の推進

⑦ ＰＲ運動

⑧ 環境美化重点地域の指定

⑨ 自動販売機周辺への空き

缶等回収容器設置義務づ

け

① 分別収集の徹底

② ごみの資源化

③ ごみの自家処理の推進

④ 家庭ごみの水切の徹底

⑤ リサイクル運動の推進

⑥ 適正包装のＰＲ

⑦ 施設見学

⑧ 教育活動の推進

⑨ ＰＲ活動

(1) まちの美化 (2) 自然の保護 

①  街路緑化 

②  公共施設の緑化 

③  家庭緑化 

④  公園緑地の整備 

⑤  工場・事業場等の緑化 

① 保護指定による自然の保護 

② 開発許可制度による自然の保護 

(1) 公害の防止 (2) 河川・海岸の清掃 

①  大気汚染の防止 

②  水質汚濁の防止 

①  河川の清掃 

② 海岸の清掃 
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28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

ｔ 113,176 115,495 112,320 113,231 109,818 110,480

ｔ 1,351 1,278 1,507 1,532 1,544 1,438

ｔ 10,768 10,161 10,060 21,766 21,758 20,938

ｔ 108 108 107 - - -

①　分別収集実績（計画収集）

28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

ｔ 8,464 8,163 7,551 7,190 7,153 6,743

ｔ 1,708 1,678 1,624 1,590 1,627 1,530

ｔ 2,292 2,319 2,209 2,090 2,231 2,086

ｔ 4,090 3,712 3,314 3,111 2,915 2,813

ｔ 374 454 404 399 380 314

1,151 1,153 1,159 1,160 1,163 1,167

千円 196,500 163,570 168,460 220,993 229,705 184,327

②　他の回収実績

28年度 29年度 30年度 元年度 2年度 3年度

ｔ    11,476    11,636    11,227    11,559    11,498    11,319

ｔ 4 4 4 3 3 3 

ｔ 1 1 1 0 0 - 

ｔ 745 684 727 595 627 543      

ｔ - - - - - -

ｔ 3,068 3,183 3,078 3,213 2,996 2,948    

ｔ 7,658 7,764 7,417 7,748 7,872 7,825    

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ減容
工場
（イ）

ﾋﾞﾝ／ｶﾝ
金属等

搬出灰

 （注）１　(イ)・(ロ）は中間処理過程から抽出・収集した資源

清掃工場
(ロ)

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ

スラグ清掃工場
(ハ)

金属類

飛灰

(ハ)は溶融飛灰を含む。

     　２　スラグは23年度から灰溶融を休止したため実績なし。

総回収量

紙 類

委 託 料

項　　　目

登 録 団 体 数

 （注）登録団体数・世帯数は，各年度末現在（鏡，土佐山，春野地区含む）。

内
　
訳

ビ ン 類

項　　　　目

総 収 集 量

焼 却

　(3)　資源物収集実績

 （注）１　再資源化には，市関連資源化すべて含む。

 　　　２　焼却処分量は，し尿処理汚泥の焼却及び繰越分を含んでいるため，収集量と一致しない。

 　　　３　埋立処分量には，不燃物の他，美化ごみ・土砂類を含む。

埋 立

 　　　４　再資源化量には，令和元年度分から，清掃工場における焼却灰，飛灰，金属の有効利用量及び水銀処理量を含む。

 　　　５　水銀処理量は，令和元年度分から再資源化量に算入している。

　(2)　ごみの処分

項　　　　目

再 資 源 化

水 銀 処 理

カ ン ・ 金 属 類

布 類
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③

（％） （％）

紙・布類
木･竹･
ワラ類

ｺﾞﾑ･皮革･
ﾋﾞﾆｰﾙ･

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

ちゅう
芥類

不燃物 その他 水　分 可燃分 灰　分

4 4
5 57.36 8.41 14.11 17.72 1.20 1.20 5 54.51 42.19 3.30
6 6
7 7
8 56.38 6.38 21.28 14.36 0.00 1.60 8 57.38 37.78 4.84
9 9
10 10
11 57.19 12.37 18.06 9.36 0.33 2.69 11 42.04 51.58 6.38
12 12
1 1
2 53.63 8.87 22.58 10.89 0.81 3.22 2 43.61 50.83 5.56
3 3

　平均 56.14 9.01 19.01 13.08 0.58 2.18 　平均 49.38 45.60 5.02

（注）端数処理により，内容と平均が一致していない場合がある。

 　　　３　数値は令和３年度のごみ質分析４回の平均値

成　　　　　　分

６　ごみの組成（令和３年度）

物　質　的　組　成

ごみ質分析の月別結果

 （注）１　資料は清掃工場より採取

 　　　２　「①　物質的組成」のグラフはドライ（乾燥ごみ）ベースで，割合（％）は重量比

項
目月

項
目月

紙・布類

56.14%

木･竹･

ワラ類

9.01%

ｺﾞﾑ･皮革･

ﾋﾞﾆｰﾙ･

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

19.01%

ちゅう

芥類

13.08%

不燃物

0.58%

その他

2.18%

水 分

49.38%

可燃分

45.60%

灰 分

5.02%

① 物質的組成 ② 成 分

見掛比重 ：0.11㎏／ℓ
低位発熱量：8,385ｋJ／kg

項
目

項
目

- 46 -



 
 

 
 

 

- 47 -



- 48 -



 

 

- 49 -



23

- 50 -



 

 

 

- 51 -



- 52 -



- 53 -



- 54 -



 

 

- 55 -



(  

- 56 -



- 57 -



 

 

 

- 58 -



- 59 -



- 60 -



- 61 -



- 62 -









第６章  し尿処理事業等 
１ し尿処理事業 

（1） 概要 

平成 20 年１月に合併した春野地区のし尿処理は，平成 27 年３月末までは，合併前からの体制を

続けてきたが，平成 27 年４月からは東部環境センターにて処理を行っている。平成 31 年４月から

は，嶺北広域行政事務組合（大豊町・本山町・土佐町・大川村）のし尿及び浄化槽汚泥の処理に係

る事務を高知市が受託し，処理を開始した。 

令和３年度の高知市のし尿収集量は 18,171 ㎘，収集運搬許可業者による浄化槽汚泥の収集量は

81,814 ㎘，嶺北広域行政事務組合から運搬されたし尿及び浄化槽汚泥量は 7,797 ㎘であり，合計

107,782㎘の終末処理を行った。 

【し尿等処理量構成比の推移】 

（2） し尿等の収集及び処理 

① 収 集

旧高知市地区では，許可業者である（公財）高知市環境事業公社（昭和 50年２月設立）がし尿の

収集を行い，民間許可業者が浄化槽汚泥の収集を行っている。鏡・土佐山・春野地区では，民間許

可業者がし尿及び浄化槽汚泥の収集を行っている。嶺北広域行政事務組合構成市町村（大豊町・本

山町・土佐町・大川村）のし尿及び浄化槽汚泥は，民間許可業者が収集を行い，嶺北広域行政事務

組合から東部環境センターへ搬入している。 

② 処 理

市内全域及び嶺北広域行政事務組合構成市町村（大豊町・本山町・土佐町・大川村）全域で収集

されたし尿及び浄化槽汚泥は，東部環境センターの沈砂槽へ投入され，そこで，砂，金属類は沈降

分離し，取り出される。 

 次に，オーバーフローした液は受入槽へ入り，受入槽から破砕機で前処理装置へ送られ，紙，ビ
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6,414 5,338 1,076 5.68  

6,317 5,362 955 1.51  

5,894 5,009 885 6.69  

5,696 4,857 839 3.36  

5,494 4,827 667 3.55  

5,851 5,147 703 6.50  
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12 布類 

13 カン 

14 金属類 

15 びん（透明） 

16 びん（茶色） 

17 びん（その他の色） 

18 水銀含有廃棄物 

19 発火器具・ライター類 

⑵ 事業系ごみ

事業活動に伴って排出されるごみは，排出者自らの責任において適正に処理することを原則とし，自ら

処理できない場合は，排出事業者が自ら処理施設へ搬入するか，又は許可業者若しくは再生輸送業者に収

集を依頼する。 

No 種類 

１ 可燃ごみ 

２ 再生利用されることが確実である魚さい，木くず等 

３ 食品循環資源 

４ 堆肥化されることが確実である汚泥等 

２ し尿及び浄化槽汚泥 

高知市全域 

し尿 戸別収集 

浄化槽汚泥 戸別収集 

第５ 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項 

１ 収集・運搬 

⑴ 家庭系ごみ

ア 可燃ごみ等 

No 種類 収集・運搬主体 

１ 可燃ごみ 
市（直営） 

２ 可燃粗大ごみ 

３ 不燃ごみ 市（委託） 

４ 家電品 市（直営・委託） 

５ プラスチック製容器包装 市（直営） 

６ ペットボトル 

市（委託） ７ 資源物 

８ 水銀含有廃棄物 

９ 発火器具・ライター類 市（直営） 

イ 多量ごみ 

多量ごみについては，排出者が自ら市の処理施設へ搬入するか，又は市の許可業者に委託する。 

ウ 犬・ねこ等の死体 

飼い主が行うものとする。ただし，申込みがあった場合は，市が行う。 

⑵ 事業系ごみ

収集・運搬主体（市全域） 

可燃ごみ 排出者及び許可業者 
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